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接種名 

対 象 年 齢 

(接種開始年齢として参

照してください。) 

回 数 ・ 間 隔 等 

 

ヒ
ブ(

 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
ｂ
型 

)

ワ
ク
チ
ン 

 

生後２か月から７か月

に至るまで 

４ 回  ・初回：27日（医師が必要と認めた場合は 20日）以上の間隔をおいて ３ 回 

      ※標準的には 27日から 56日までの間隔をおいて３回 

       ※初回２回目及び３回目の接種は１歳に至るまでに行い、１歳を超えた場合は行わない。 

（追加接種は実施可能） 

    ・追加：初回接種終了後 ７ か月以上の間隔をおいて １ 回 

      ※標準的には初回接種（３回目）終了後、７か月から 13か月までの間隔をおいて１回 

       ※初回接種を終了せずに１歳を超えた場合は、初回接種に係る最後の注射終了後 27日 

（医師が必要と認めた場合は 20日）以上の間隔をおいて１回 

生後７か月に至った日

の翌日から１歳に至る

まで 

３ 回  ・初回：27日（医師が必要と認めた場合は 20日）以上の間隔をおいて ２ 回 

      ※標準的には 27日から 56日までの間隔をおいて２回 

       ※初回２回目の接種は１歳に至るまでに行い、１歳を超えた場合は行わない。 

（追加接種は実施可能） 

    ・追加：初回接種終了後 ７ か月以上の間隔をおいて １ 回 

      ※標準的には初回接種（２回目）終了後、７か月から 13か月までの間隔をおいて１回 

       ※初回接種を終了せずに１歳を超えた場合は、初回接種に係る最後の注射終了後 27日 

（医師が必要と認めた場合は 20日）以上の間隔をおいて１回 

１歳に至った日の翌日

から５歳に至るまで 
１ 回 

小

児

用

肺

炎

球

菌

ワ

ク

チ

ン 

生後２か月から７か月

に至るまで 

４ 回  ・初回：２ 歳に至るまでの間に 27日以上の間隔をおいて ３ 回 

      ※標準的には１歳までに 27日以上の間隔をおいて３回 

       ※初回２回目の接種は１歳に至るまでに行い、１歳を超えた場合は３回目の接種は行わない。 

（追加接種は実施可能） 

       ※初回３回目の接種は２歳に至るまでに行い、２歳を超えた場合は行わない。 

（追加接種は実施可能） 

    ・追加：初回接種終了後 60日以上の間隔をおいて １ 歳に至った日以降において １ 回 

      ※標準的には初回接種（３回目）終了後、60日以上の間隔をおいて１歳から１歳３か月に至るまでに１回 

生後７か月に至った日

の翌日から１歳に至る

まで 

３ 回  ・初回：２ 歳に至るまでの間に 27日以上の間隔をおいて ２ 回 

      ※標準的には１歳までに 27日以上の間隔をおいて２回 

       ※初回２回目の接種は２歳に至るまでに行い、２歳を超えた場合は行わない。 

（追加接種は実施可能） 

    ・追加：初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて １ 歳に至った日以降において １ 回 

１歳に至った日の翌日

から２歳に至るまで 
２ 回  ・60日以上の間隔をおいて ２ 回 

２歳に至った日の翌日

から５歳に至るまで 
１ 回 

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン 

13 歳となる日の属する

年度の初日から当該年

度の末日までの間） 

サーバリックス（組換え沈降 2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） 

※１か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の接種から６か月の間隔をおいて合計３回接種 

お問い合わせ先 

健康対策課  

電話：８８－６６１０ 

ガーダシル（組換え沈降 4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） 

※２か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の接種から６か月の間隔をおいて合計３回接種 

シルガード 9（組換え沈降９ 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン） 

令和５年４月１日から接種できるようになりました。 

※１回目の接種を１５歳になるまでに受ける場合、１回目と２回目の接種は、通常６か月以上あけて

合計２回接種 

※１回目の接種を１５歳になってから受ける場合、２か月の間隔をおいて２回接種した後、１回目の

接種から６か月の間隔をおいて合計３回接種 

 

【 接種方法 】 ＢＣＧ以外は医療機関での個別接種となります。事前に診療時間内に連絡し、日時を予約してください。 

町外の医療機関での接種を希望される方は接種前に子育て支援課までご連絡ください。 

【 費用 】 無料（ただし、接種回数の間違い等で任意接種となった場合の費用は自己負担となります。） 

お問い合わせ先：宇治田原町 子育て支援課 電話：８８－６６３６ 


